
第 1号様式（第５条関係） 

 年  月  日 

 

葛飾区長 宛て     申請者     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葛飾区非常用蓄電池等購入費助成金交付申請書兼請求書                                                 

 

葛飾区非常用蓄電池等購入費助成金交付事業実施要綱第５条の規定に基づき、

下記のとおり申請します。なお、交付の決定を受けた場合は、交付決定額を請求

します。 

 

記 

 

1 在宅人工呼吸器使用者及び購入した物品等 

 

※ 助成金申請額：蓄電池又は外部バッテリー購入に要する経費（送料、装飾

品等は除く。）の範囲内で、104,000 円を上限とします（助成金申請額は、

100 円未満切り捨て）。 

 



※ 助成金の交付の対象となる方は、在宅人工呼吸器使用者のための災害時個

別支援計画を作成して蓄電池又は外部バッテリーの準備の必要性が確認でき

た方のみです。 

２ 振込先 

※ 申請者名義の口座を記載してください。 

※ 口座名義人（カタカナ）は、氏と名の間は 1マス空け、濁点は 1マス使用し

てください。 

※ ゆうちょ銀行の場合、口座番号は「番号」の最後「１」は記載不要です。 

 

 

添付書類 

（１） 在宅人工呼吸器使用者の氏名及び現住所が確認できる書類（運転免許証、

マイナンバーカードの表面、パスポートの写し又は住民票等） 

（２） 助成対象蓄電池等の購入代金の支払手続が完了したことを証する書類

（領収書等で以下の内容が分かるもの） 

  ア 申請者の氏名 

  イ 領収日 

  ウ 領収金額（助成対象蓄電池等の購入単価が分かるもの） 

  エ 購入店 

  オ 品名・品番（助成対象蓄電池等の購入が分かるもの） 

（３） 口座情報が確認できる書類（振込先口座の通帳又はキャッシュカードの

写し、WEB 通帳の印刷物等） 

（４） その他区長が必要と認める書類 

 

※ 提出された個人情報は、葛飾区非常用蓄電池等購入費助成金の審査事務に

利用します。 

 

 

 



３ 誓約書兼同意書 

 

下記の内容を読んで、□にチェックしてください。 

 

次の事項を確認し、誓約又は同意します。 

 

□この書類に記載した助成対象蓄電池等は使用者本人が使用し、転売、譲渡等

を目的としたものではありません。 

 

□購入した助成対象蓄電池等は新品であり、中古品（未使用品含む）ではあり

ません。 

  

□葛飾区暴力団排除条例（平成 24 年葛飾区条例第 19 号）第 2条第 2号に規定

する暴力団員又は同条第 3号に規定する暴力団関係者ではありません。 

 

□助成金交付後、この助成金の要件を満たしていないこと、虚偽の申請その他

不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明し、交付決定が取り消さ

れた場合は、指示に従い速やかに助成金を返還します。 

 

□葛飾区から、報告・調査の求めがあった場合は、これに応じます。 

 

□特別区民税及び都民税を滞納していません。 

 

□在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画を作成しました。 

 

□葛飾区非常用発電機貸与事業実施要綱に基づき貸与を受けた物品（非常用発

電機を除く。）がある場合は、速やかに返却します。 

 

 

     年   月   日 

 

申請者氏名（自署）                    


